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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 63） 

 

今般、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱

い等について、厚生労働省より取扱いが示された旨、別紙１のとおり日本医師会より通知が

ありましたので取り急ぎご連絡申し上げます。 

令和３年４月診療分より、外来および入院診療に係る感染症対策に係る診療報酬の特例

的対応として、「医科外来等感染症対策実施加算（５点）」及び「入院感染症対策実施加算

（10点）」の算定が可能とされてきましたが、この取扱いにつきましては、本年９月末日

をもって終了となります。（これに代わる医療機関等による感染拡大防止対策への支援（補

助）については、令和３年９月 28日付け日医発第 533号（地 313）（税経 50）（保 175）を

ご参照ください） 

また、令和２年 12月 15日より実施されている６歳未満の乳幼児に対する小児の外来診療

等に係る措置（初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を

算定する場合、100点を加算）につきましては、本年 10月診療分から令和４年３月診療分ま

での取扱いとして、点数を 50 点として継続されることとなり、その他、診療報酬における

特例的な対応として、下記の取扱いが示されております。 

つきましては、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。 

なお、 

１）本取扱いは、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上臨時的な取扱いについて（そ

の 63）の発出日（令和３年９月 28 日）以降適用されることから、９月末日までの間は、

「医科外来等感染症対策実施加算（５点）」との併算定が可能です。 

２）下記①に関しまして、「自治体のホームページで公表されている保険医療機関」とされ

ていることから、県内の「診療・検査医療機関」に対し、福岡県新型コロナウイルス感染

症対策本部事務局企画班より別紙２のとおりメールにて連絡されておりますことを申し

添えます。 

 

記 

 



①「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が自治体のホームページで

公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイル

ス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実

施した場合、院内トリアージ実施料（300点）に加えて、二類感染症患者入院診療加算（250

点）が算定可能となる。（令和４年３月 31日までの措置） 

本取扱いは、自治体のホームページで公表されている「診療・検査医療機関」の他、令

和３年 10月 31日までの間は、当該保険医療機関のホームページによる公表、看板の設置、

院外での広告の掲示、広報誌等による周知により、対外的に情報が得られる方法により、

自治体による公表に変えることが可能。（ただし、院内掲示のみでは不可。） 

 

②自宅・宿泊療養を行っている者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えにつ

いて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場

合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診

療を実施した場合、往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算１

の 100分の 300に相当する点数（2,850点）が算定可能となる。 

また、当該点数は、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する１つの

保険医療機関において、１日につき１回算定できる。なお、同一の患家等で２人以上の自

宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合においては、２人目以降の患者について、往

診料を算定しない場合においても、当該加算（2,850点）を算定して差し支えない。 

 

③介護医療院等の併設保険医療機関の医師または介護福祉施設の配置医師が、入所する新型

コロナウイルス感染症患者で、病床ひっ迫時等に、やむを得ず当該施設内での入所を継続

し療養を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急

に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、

新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合、

救急医療管理加算１の 100分の 300に相当する点数（2,850点）が算定可能となる。また、

当該点数は、当該患者に対して、主として診療を行っている保険医が属する１つの保険医

療機関において、１日につき１回算定できる。 

 

④中和抗体「カシリビマブおよびイムデビマブ」（以下「本剤」）の投与対象となる新型コロ

ナウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、一定の要件を

満たした医療機関において、本剤を当該患者の居宅（高齢者施設等を含む。）において投

与した場合、投与した日に１回、救急医療管理加算１の 100分の 500に相当する点数（4,750

点）を算定できる。 

また、新型コロナウイルス感染症患者に対し、一定の要件を満たした医療機関において、

本剤を外来で投与した場合、投与した日に１回、救急医療管理加算１の 100分の 300に相

当する点数（2,850点）を算定できる。 

 



⑤入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に

係る診療（緊急的な往診、訪問診療および電話や情報通信機器を用いた診療を除く。）を

実施した場合、当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、１日

につき１回、救急医療管理加算１（950点）を算定できる。 

 

⑥自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション

又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションにおいては、

長時間訪問看護加算の 100 分の 300 に相当する額（15,600 円）を、保険医療機関におい

ては、長時間訪問看護・指導加算の 100分の 300に相当する点数（1,560点）を、当該患

者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーションまたは保険医療機関におい

て、訪問看護を行った時間を問わず１日につき１回算定できる。 

 

以上 

 



（保 177） 

令和３年９月２９日 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

松 本 吉 郎 

 （公印省略） 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その63） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等につ

いて、添付資料のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、取り急ぎご連絡申し上げ

ます。 

令和３年４月診療分より、外来および入院診療に係る感染症対策に係る診療報酬の特例的対

応として、「医科外来等感染症対策実施加算（５点）」および「入院感染症対策実施加算（10

点）」の算定が可能とされてきましたが、この取扱いにつきましては、本年９月末日をもって

終了となります。 

これに代わり、昨日、「令和３年１０月以降の医療機関等における感染防止対策の継続支援

およびコロナ患者診療に係る特例的な評価の拡充について」（日医発第533号(地313)(税経

50)(保175)）にて、都道府県医師会長あて（同文書を郡市区医師会長あてにも送付）にご連絡

申し上げましたとおり、医療機関等による感染拡大防止対策への支援として、令和３年10月１

日から12月31日までに係る感染拡大防止対策に要する費用として、病院・有床診療所に10万円、

無床診療所に８万円が補助されることとなりました。 

令和２年12月15日より実施されてまいりました６歳未満の乳幼児に対する小児の外来診療等

に係る措置（初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定

する場合、100点を加算）につきましては、本年10月診療分から令和４年３月診療分までの取扱

いとして、点数を50点として継続されることとなりました。 

その他、診療報酬における特例的な対応として、次の取扱いが示されております。なお、本

取扱いは、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上臨時的な取扱いについて（その63）の

発出日（令和３年９月28日）以降適用されることから、９月末日までの間は、「医科外来等感

染症対策実施加算（５点）」との併算定が可能であります。 

① 「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が自治体のホームページ

で公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイ

ルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を

実施した場合、院内トリアージ実施料（300点）に加えて、二類感染症患者入院診療加算（250

点）を算定可能となる。（令和４年３月31日までの措置） 

 本取扱いは、自治体のホームページで公表されている「診療・検査医療機関」の他、令

和３年10月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページによる公表、看板の設置、

別　紙　１



院外での広告の掲示、広報誌等による周知により、対外的に情報が得られる方法により、

自治体による公表に変えることが可能。（ただし、院内掲示のみでは不可。） 

② 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えに

ついて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した

場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問

診療を実施した場合、往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算

１の100分の300に相当する点数（2,850点）が算定可能となる。 

  また、当該点数は、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する１つの

保険医療機関において、１日につき１回算定できる。なお、同一の患家等で２人以上の自

宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合においては、２人目以降の患者について、往

診料を算定しない場合においても、当該加算（2,850点）を算定して差し支えない。 

③ 介護医療院等の併設保険医療機関の医師または介護福祉施設の配置医師が、入所する新

型コロナウイルス感染症患者で、病床ひっ迫時等に、やむを得ず当該施設内での入所を継

続し療養を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊

急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、

新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合、

救急医療管理加算１の100分の300に相当する点数（2,850点）が算定可能となる。 

 また、当該点数は、当該患者に対して、主として診療を行っている保険医が属する１つ

の保険医療機関において、１日につき１回算定できる。 

④ 中和抗体「カシリビマブおよびイムデビマブ」（以下「本剤」）の投与対象となる新型

コロナウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、一定の要

件を満たした医療機関において、本剤を当該患者の居宅（高齢者施設等を含む。）におい

て投与した場合、投与した日に１回、救急医療管理加算１の100分の500に相当する点数

（4,750点）を算定できる。 

 また、新型コロナウイルス感染症患者に対し、一定の要件を満たした医療機関において、

本剤を外来で投与した場合、投与した日に１回、救急医療管理加算１の100分の300に相当

する点数（2,850点）を算定できる。 

⑤ 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症

に係る診療（緊急的な往診、訪問診療および電話や情報通信機器を用いた診療を除く。）

を実施した場合、当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、１

日につき１回、救急医療管理加算１（950点）を算定できる。 

⑥ 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーショ

ン又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションにおいては、

長時間訪問看護加算の100分の300に相当する額（15,600円）を、保険医療機関においては、

長時間訪問看護・指導加算の100分の300に相当する点数（1,560点）を、当該患者に対して

主として訪問看護を行った訪問看護ステーションまたは保険医療機関において、訪問看護

を行った時間を問わず１日につき１回算定できる。 

つきましては、貴会会員へのご対応等、よろしくお願い申し上げます。 



＜添付資料＞ 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 63） 

（令 3.9.28 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



事 務 連 絡 

令和３年９月 28 日 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その63） 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に手厚い感染症対策が必要である

こと等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、

その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステー

ションに対し周知徹底を図られたい。

なお、本年10月以降、医療機関等による感染拡大防止対策への支援として、年末ま

でのかかり増し経費を別途補助する予定であることを申し添える。 

記 

１．小児の外来診療等に係る措置について

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その 31）」（令

和２年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の１及び「新型コロナウイルス

感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その 35）」（令和３年２月 26 日厚生労

働省保険局医療課事務連絡）の１により、令和３年９月診療分まで実施している小児

の外来診療等に係る特例的な評価については、同年 10 月診療分から令和４年３月診

療分までの取扱いとして、以下の取扱いとする。 

（１）保険医療機関において、６歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等におい

て特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、

「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」又は

「B001-2-11 小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算

定できる加算に加えて、「A001 再診料」注 12 に規定する「地域包括診療加算１」

御中



の２倍に相当する点数（50 点）をさらに算定できることとすること。 

（２）保険医療機関において、６歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等におい

て特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科点数表の「A000 初診料」

又は「A002 再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に

加えて、「A000 初診料」注９に規定する「歯科外来診療環境体制加算２」に相

当する点数及び「A002 再診料」注８に規定する「再診時歯科外来診療環境体制

加算１」に相当する点数を合算した点数（28 点）をさらに算定できることとする

こと。 

（３）保険薬局において、６歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等に

おいて特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、

「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現

行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「01 調剤料」注３に規定する「向

精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合」に係る加算に相当する点数から「00 

調剤基本料」注７に規定する点数に相当する点数を減算した点数（６点）をさら

に算定できることとすること。 

２．その他の診療報酬の取扱いについて 

別添のとおりとする。 



（別添） 

医科診療報酬点数表関係 

（答）４月８日事務連絡の１に示す院内トリアージ実施料（300 点）とは別に、上記

の診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも当該加算を算定できる。な

お、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の

臨時的な取扱いについて（その 63））の発出日以降適用され、令和４年３月 31

日までの措置とする。 

（答）診療・検査医療機関として、自治体のホームページで公表されている保険医療

機関をいう。なお、令和３年 10 月 31 日までの間は、当該保険医療機関のホーム

ページ等において、診療・検査医療機関である旨を公表していることをもって、

自治体による公表に代えて差し支えない。 

（答）当該点数については、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、往診料又は在

問１ 「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和３年９月 28 日

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）における「診

療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保

険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染

症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療

を実施した場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その９）」（令和２年４月８日厚生労働省保険局医療課事務連絡。

以下「４月８日事務連絡」という。）の２（２）における二類感染症患者入院

診療加算（250 点）の算定について、どのように考えればよいか。 

問２ 問１において、「診療・検査医療機関として･･･その旨が公表されている保険

医療機関」とあるが、どのようなものをいうのか。 

問３ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律

第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若

しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者（以下「自

宅・宿泊療養を行っている者」という。）に対して、当該患者又はその看護に

当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診

を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した

場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性

を認め訪問診療を実施した場合において、「新型コロナウイルス感染症に係る

診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 19）」（令和２年５月 26 日厚生労

働省保険局医療課事務連絡。以下「５月 26 日事務連絡」という。）の１（２）

に示される救急医療管理加算１の 100 分の 300 に相当する点数（2,850 点）の

算定について、どのように考えればよいか。 



宅患者訪問診療料を算定した日に算定することができる。ただし、同一日に「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 56）」

（令和３年８月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「８月 27 日事務連

絡」という。）の（１）に示す救急医療管理加算１の 100 分の 400 に相当する点

数（3,800 点）又は同事務連絡の（２）に示す救急医療管理加算１の 100 分の 600

に相当する点数（5,700 点）は併算定できない。 

なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

（答）当該点数については、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属

する１つの保険医療機関において、１日につき１回算定できる。 

 また、同一の患家等で２人以上の自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場

合においては、２人目以降の患者について、往診料を算定しない場合においても、

当該加算を算定して差し支えない。 

（答）当該点数については、上記の場合において、介護医療院等又は介護老人福祉施

設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して算定できる。また、当該点

数については、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する１つ

の保険医療機関において、１日につき１回算定できる。なお、初診料、再診料、

往診料及び訪問診療料の算定については、特に定めのない限り、「要介護被保険

者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」（平成 20 年厚

生労働省告示第 128 号）等に基づく現行の取扱いと変わらないことに留意された

い。 

なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

問４ 問３について、救急医療管理加算１の 100 分の 300 に相当する点数（2,850

点）は、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定する毎に算定できるのか。 

問５ 介護医療院若しくは介護老人保健施設（以下「介護医療院等」という。）又

は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設（以下「介護老人福

祉施設」という。）に入所する新型コロナウイルス感染症患者であって、病床

ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者に対して、

介護医療院等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設の配置医師が、

当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関

連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならない

と判断し往診を実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連し

た継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合において、問３及び問４と

同様に、救急医療管理加算１の 100 分の 300 に相当する点数（2,850 点）を算

定できるか。 



（答）当該点数については、本剤を患者の居宅において投与した日に１回算定できる。

ただし、本事務連絡の問３における救急医療管理加算１の 100 分の 300 に相当す

る点数（2,850 点）、８月 27 日事務連絡の（１）に示す救急医療管理加算１の 100

分の 400 に相当する点数（3,800 点）又は同事務連絡の（２）に示す救急医療管

理加算１の 100 分の 600 に相当する点数（5,700 点）は併算定できない。 

なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

（答）当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、１日につ

き１回算定できる。ただし、同一日に本事務連絡の問３における救急医療管理加

算１の 100 分の 300 に相当する点数（2,850 点）、問６における救急医療管理加算

１の 100 分の 500 に相当する点数（4,750 点）、８月 27 日事務連絡の（１）に示

す救急医療管理加算１の 100 分の 400 に相当する点数（3,800 点）又は同事務連

絡の（２）に示す救急医療管理加算１の 100 分の 600 に相当する点数（5,700 点）

は併算定できない。 

なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

問６ 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」（以下「本剤」という。）の投

与対象となる新型コロナウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っ

ている者に対して、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機

関への配分について」（令和３年７月 20 日厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部事務連絡。以下「７月 20 日コロナ本部事務連絡」という。）中

「医療機関による往診での投与」に示される要件を満たした医療機関が本剤を

当該患者の居宅（高齢者施設等を含む。以下同じ。）において投与した場合、「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その

27）」（令和２年９月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の１に示される

救急医療管理加算１の 100 分の 500 に相当する点数（4,750 点）の算定につい

て、どのように考えればよいか。 

問７ 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイ

ルス感染症に係る診療（緊急的な往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用

いた診療を除く。）を実施した場合、当該外来診療に係る「新型コロナウイル

ス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その９）」（令和２年４

月８日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の２（１）に示される救急医療管理

加算１（950 点）の算定について、どのように考えればよいか。

問８ 本剤の投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対し、７月 20 日コ

ロナ本部事務連絡中「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たし

た医療機関において本剤を外来で投与した場合、５月 26 日事務連絡の１（２）

に示される救急医療管理加算１の 100 分の 300 に相当する点数（2,850 点）の



（答）本剤を外来で投与した日に１回算定できる。ただし、同一日に本事務連絡の問

３及び問５における救急医療管理加算１の 100 分の 300 に相当する点数（2,850

点）、問７における救急医療管理加算１（950 点）、８月 27 日事務連絡の（１）に

示す救急医療管理加算１の 100 分の 400 に相当する点数（3,800 点）又は同事務

連絡の（２）に示す救急医療管理加算１の 100 分の 600 に相当する点数（5,700

点）は併算定できない。 

なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

（答）訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算の 100 分の 300 に相当

する額（15,600 円）を、保険医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算の

100 分の 300 に相当する点数（1,560 点）を、当該患者に対して主として訪問看

護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問看護を行った

時間を問わず１日につき 1回算定できる。この場合、長時間精神科訪問看護加算

又は長時間精神科訪問看護・指導加算の算定についても同様の取扱いとなる。 

なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

算定について、どのように考えればよいか。 

問９ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

（その 52）」（令和３年８月４日厚生労働省保険局医療課事務連絡）別添の問

１に基づき、自宅・宿泊療養を行っている者に対して緊急に訪問看護を実施し

た場合、長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算の算定について、

どのように考えればよいか。 



歯科診療報酬点数表関係 

（答）当該加算については、B000-4 歯科疾患管理料又は C001-3 歯科疾患在宅療養管

理料の算定の有無を問わず、上記の場合に１日につき１回算定できる。この場合、

同一保険医療機関の医科の担当医からの診療情報の提供又は文書以外の方法に

よる診療情報の提供を受けた場合においても算定して差し支えないが、算定に当

たっては当該情報提供に関する内容を診療録に記載すること。 

なお、上記の取扱いに係る患者に対してのみ当該加算を算定する保険医療機関

については、当該加算に係る施設基準を満たしているものとみなすとともに、地

方厚生局長等に対する届出は不要とする。 

 この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該加算を算定する場合に

は、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。 

（答）上記の新型コロナウイルス感染症患者について歯科訪問診療１を算定する場合

においては、診療時間が 20 分未満の場合であっても、注４に規定する減算を行

わず、所定点数（1,100 点）を算定して差し支えない。 

 なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該点数を算定する

場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。 

（答）手術後の急変等が予想される場合に限らず、緊急の場合として算定可。 

なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該加算を算定する

問 10 新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該疾患の担当医から、歯科治療

を行うに当たり当該患者の全身状態や服薬状況等の必要な診療情報の提供を

受け、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合、B000-4 歯科疾患管理料

の注 11 に規定する総合医療管理加算（50 点）又は C001-3 歯科疾患在宅療養

管理料の注４に規定する在宅総合医療管理加算（50 点）の算定について、ど

のように考えればよいか。 

問 11 自宅・宿泊療養を行っている者又は歯科、小児歯科、矯正歯科若しくは歯科

口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している新型コ

ロナウイルス感染症患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、診療

時間が 20 分未満の場合において、C000 歯科訪問診療料の歯科訪問診療１

（1,100 点の 100 分の 70 に相当する点数）の算定についてどのように考えれ

ばよいか。

問 12 自宅・宿泊療養を行っている者若しくは歯科、小児歯科、矯正歯科若しくは

歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している新

型コロナウイルス感染症患者又は現にその看護に当たっている者からの訴え

により、速やかに歯科訪問診療を行った場合、C000 歯科訪問診療料（歯科訪

問診療１～３）の注７に規定する加算を算定できるか。 



場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。 

（答）当該点数については、上記の場合に１日につき１回算定できる。 

 なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該点数を算定する

場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。 

（答）算定可。 

 なお、上記の取扱いに係る患者に対してのみ当該点数を算定する保険医療機関

については、当該点数に係る施設基準を満たしているものとみなすとともに、地

方厚生局長等に対する届出は不要とする。 

 この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該点数を算定する場合に

は、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。 

（答）算定可。 

 なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、算定する場合には、

摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。 

問 13 新型コロナウイルス感染症患者であって、呼吸管理を行っている者に対し

て、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った

場合、I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置（100 点）の算定について、どの

ように考えればよいか。 

問 14 新型コロナウイルス感染症患者に対して、患者の脈拍、経皮的動脈血酸素飽

和度等を把握して歯科治療を行った場合、B004-6-2 歯科治療時医療管理料（45

点）又は C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料（45 点）を算定できるか。 

問 15 新型コロナウイルス感染症患者であって、口腔乾燥を訴える者に対して、服

薬、栄養等の療養上の指導を行った場合、B002 歯科特定疾患療養管理料（170

点）を算定できるか。 



 

調剤報酬点数表関係 
 

（答）保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋

（備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。）に基づ

き、調剤を実施する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保

険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養してい

る場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管

理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１（500 点）を算

定できる。 

また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導

を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器（以下「電

話等」という。）を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対し

て、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊

急訪問薬剤管理指導料２（200 点）を算定できる。 

なお、この場合、薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算

定できない。 

この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

 

（答）各加算の算定要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料に係る加算を算定

できる。ただし、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できない。 

 

（答）書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合におい

ては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法について

は、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保険発第

82 号）によること。 

調剤行為名称 略号 

問 16 に示す「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１」 緊コ A 

問 16 に示す「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２」 緊コ B 

問 16 自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋を受け付けた保険

薬局の薬剤師が、保険医の求めにより、緊急に薬剤を配送し、当該患者に対

して必要な薬学的管理指導を実施した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料の算定について、どのように考えればよいか。 

問 17 問 16 において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１又は２を算定する場合、

薬剤服用歴管理指導料に係る加算及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係

る加算を算定できるか。 

問 18 問 16 において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１又は２を算定する場合、

書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、ど

のような取扱いとなるか。 



（答）算定可。なお、この場合、月１回の限度を超えて算定できる。 

この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。 

問 19 自宅・宿泊療養を行っている者について、保険医療機関から情報提供の求め

があった場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行

われるよう、当該患者の服薬状況等について確認し、当該保険医療機関に必

要な情報を文書により提供等した場合に、服薬情報等提供料１（30 点）を算

定できるか。 



診療・検査医療機関の皆様 

いつも大変お世話になっております。 
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 企画班でございます。 

厚生労働省が令和３年９月２８日付事務連絡 
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて（その 63）」 
において、県ホームページで公表されている診療・検査医療機関においては、 
新型コロナが疑われる患者に対し外来診療を行った際に、 
院内トリアージ実施料（300 点）に加えて、二類感染症患者入院診療加算（250点）を 
算定できる旨を示したところです。 

※令和 3年 10月 31日までは、県ホームページではなく、
自院のホームページで公表している場合でも算定可

※詳細については厚生労働省事務連絡参照

これを受け、県内の医療機関から自院の情報を県ホームページで公表したい旨の 
ご連絡を多数いただいております。 

つきましては、公表の可否を含め指定内容の変更を希望される場合の手続き等について、 
あらためて以下のとおりお知らせします。 

１ 県への届出 
  別添の「変更届」をメールまたは郵送で県まで送付 

※メールまたは郵送が困難な場合はＦＡＸでも可

２ 公表時期 
  これまでは、定期的（週１回程度）に県ホームページの公表リストを 

更新しておりましたが、当面の間は以下のとおり更新します。 
・１７時までに県へ届出があった場合は、その日のうちに更新
・１７時以降に届出があった場合は、翌日に更新
（金曜日の１７時以降に届出があった場合は、翌月曜日に更新）

３ 留意事項 
  変更届を提出いただいた場合、変更完了の通知は行いませんので御了承ください。 

（以下参考） 
・県ホームページ（診療・検査医療機関の公表）

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shinryo-kensa-kohyo.html

・厚生労働省ホームページ（事務連絡）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 
企画班 
〒812-8577 
福岡県福岡市博多区東公園 7-7 
TEL：092-643-3609（内線：3390,3391) 
FAX：092-643-3698 
E-mail：corona-kikaku001@pref.fukuoka.lg.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

別　紙　２

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shinryo-kensa-kohyo.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html
mailto:corona-kikaku001@pref.fukuoka.lg.jp


届出日：令和  年  月  日 

福岡県診療・検査医療機関の指定に係る申請内容の変更届 

※以下の１～５について、全て記載してください。

（公表の可否のみ変更の場合は、１，２の記載のみで可）

１ 申請者 

① 医療機関名 ： 

② 郵便番号 ： 

③ 住所 ： 

④ 電話番号 ： 

⑤ 保険医療機関番号：

⑥ 代表者氏名 ： 

⑦ 担当部署・氏名 ：

⑧ 担当部署メールアドレス：

⑨ ＦＡＸ番号 ： 

２ 公表の可否（いずれかにチェック） 

診療・検査医療機関として医療機関名及び診療・検査の対応内容を公表 

□ 可 □ 不可

・ 公表可の場合、県ホームページに診療・検査医療機関として、医療機関名、住
所、電話番号、ＦＡＸ番号及び診療・検査の対応内容を掲載する場合があります。

・ 公表不可の場合でも、関係者（県等、保健所、医師会、地域の医療機関ほか必
要と認められる機関）内で情報共有させていただきます。

３ 診療・検査の対応内容 

①診療・検査対象となる患者（該当するものに○）

他の医療機関や保健所等から案内を受けた患者 

自院のかかりつけ患者、自院に相談があった患者 

濃厚接触者 

②対応できる外国語 （ ） 

③実施内容

診療 

検査（PCR検査） 

検査（抗原定量検査） 

検査（抗原定性検査） 

④診療・検査対応時間 ※時間帯を記入してださい（例 9～12:30）

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

診療

時間 

午前 

午後 

４ 「３ 診療・検査の対応内容」の変更日：令和  年  月  日 

５ 指定要件の確認（該当する場合チェック） 

裏面の指定要件を確認し、すべて満たしていることを確認しました □ 



（指定要件） 

１ 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよ

う、可能な限り導線が分けられており、発熱患者等専用の診察室（時間的又は

空間的分離を行うこと、プレハブ・簡易テント・駐車場等での診療含む）を設

けること 

２ 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられている

こと。 

３ 必要な検査体制が確保されていること（検査（検体採取）を地域外来・検査セ

ンター等に依頼する場合には、連携体制がとれていること）。

４ 検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施に

ついて」（令和２年３月４日付け健感発 0304第 5号）に基づき、県・保健所

設置市（以下「県等」という。）と行政検査の委託契約を締結していること。 

５ 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを

受け入れる場合は、院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者に対して、発熱

等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能であ

る旨を周知すること。 

６ 診療・検査医療機関の管理者（代理の者）は、診療・検査体制を整備するに当

たって必要な情報（診療・検査医療機関の名称や診療・検査の内容等）を県に

報告し、県は、県等、保健所、地域の医療機関間等で情報共有すること 

７ ６で報告した範囲で、保健所や他の医療機関から案内を受けた患者の診療・検

査の受入れ要請があった場合、又は患者から相談があった場合、原則速やかに

患者の診療・検査を受け入れること 

８ 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを

受け入れる場合は、診療・検査医療機関の管理者（代理の者）は、かかりつけ

の患者に対して、院内掲示等を行う等により、予め自院での受入れ対象患者や

対応時間等を示すこと 

９ 診療・検査医療機関は、自院を受診した患者が新型コロナウイルス感染症であ

った場合には、速やかに保健所に連絡し、患者の状態を伝える等、患者の療養

先の検討に協力すること。また、自宅療養や自宅での待機を行っている患者に

対するフォローアップについて、医学的知見に基づいた対応を行うため、可能

な範囲で協力すること。 

１０ 診療・検査医療機関として指定されている期間中は、G-MISに受診者数や検査

数の入力を行うこと。ただし、G-MIS の ID 振り出しを国に要請している期間

等、入力が困難な期間の分は、可能な範囲でさかのぼって入力を行うこと。 

１１ 診療・検査医療機関として指定されている期間中は、新型コロナウイルス感染

者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）に必要な情報の入力を行うこと。 

（なお、県から医療機関 ID が付与され、HER-SYS への入力・届出が可能とな

るまでは、この限りではない。） 

【提出先】 

（郵送の場合） 

  〒812-8577 

  福岡県福岡市博多区東公園７－７ 

  福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 企画班 

（メールの場合）

Email：corona-kikaku001@pref.fukuoka.lg.jp


